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文化会館指定管理者と文化・国際交流財団の現状と主な課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別添１ 

【ノウハウ】長年にわたり実施してきた区民参加型事業や、地域の様々な文化団体・ 

吹奏楽団・混声合唱団・演奏家協会等への支援・協働の実績 

【視点】中長期的 

【効果】約１年半前に仮契約する公演などは区ではできない。高い集客力・収益を

見込めなくても、文化的・教育的意義の高い事業を実施し、地域文化の創造

を支援 

【文化事業（約 50～60 百万円）】※国際交流事業は記載省略 

○区民参加型事業（吹奏楽団、混声合唱団、第九演奏会、ふれあいステージ等） 

○アウトリーチ事業（ロビーコンサート、学校・福祉施設等での音楽・落語等） 

○文化の提供事業（落語・ファミリー向け等主催事業、区民文化祭等共催事業） 

○支援・助成・顕彰事業 

○広報その他事業 

【実績】 

○アウトリーチ事業を増やし、主催事業を見直すなど経営計画を実行した結果、 

参加者・入場者数が増え、収支も改善 

      （27 年度）     (28 年度）   （29 年度）      (30 年度) 

 参加者数  10,641 人  → 12,480 人  → 11,980 人   → 12,759 人 

 入場者数  51,833 人  → 54,180 人  → 66,496 人  → 60,396 人 

 収支差引 △15,925 千円 →  1,417 千円 →  9,793 千円 →  8,681 千円 

【決算】  （29 年度）  （30 年度） 

○経常収入 97,927 千円 102,812 千円 

○経常支出 88,134 千円  94,131 千円 

○差引    9,793 千円   8,681 千円 

○区補助率    60 ％      55 % 

財団（文化・国際交流財団） 

【組織体制】 

評議員会（12）・理事会（14） 

事務局（常勤 10、非常勤 5） 

※文化係：常勤７、非常勤１ 

【課題】 

○職員の専門性向上、継続性の確保、地域文化の発掘 

○事業運営の責任と権限の明確化、マネジメント力向上 

○事業と施設運営の一体性の確保・調整コスト、貸館情報の不足 など 

【ノウハウ】施設の予約・貸出サービス・維持管理・舞台運営、質の高い優れた舞

台鑑賞を提供できるプロモーティング・マーケティング・ネットワーク力 

【視点】短期的（５年以内） 

【効果】民間のノウハウを活かした集客力・収益力による区民還元・サービス向上 

【業務】 

①予約・貸出・受付業務  ②維持管理  ③舞台運営業務 

④文化事業（約 15 百万円） 

○質の高い優れた舞台鑑賞（ローマ・イタリア管弦楽団、アリアナ・セイユほか） 

○未来を担う子ども向け次世代育成事業（フルート、ダンス、演劇ほか） 

○バックステージツアー等夏休みイベント 

○和室利用率向上事業（乳幼児向け、大ホール連携、指定管理者連携事業ほか） 

○大学・商店街連携事業（謎解きイベント、屋根のある広場ミニコンサートほか） 

○利益還元無料イベント（避難訓練コンサート、バリアフリーコンサートほか） 

指定管理者（ＪＹＳ共同事業体） 

【実績】   (27 年度)      (28 年度)    (29 年度)     (30 年度) 

○大小ホール利用率   65.0％ →     71.0％ →      72.8% →     69.1% 

○利用者満足度     88.3％ →     93.7% →      90.2% →     96.4% 

○光熱水費   55,868 千円 → 51,439 千円 → 53,866 千円  → 55,244千円 

○入場率・参加率     78.7％ →      83.9％ →      75.9％ →     84.1% 

（28 年度以降大ホール公演主催事業平均入場者数 990 人） 

○財政効果額（22 年度の直営時と比較）23 年度以降の 8 年間で累計 98,474 千円 

○利益還元額     9,584 千円 → 11,122 千円 → 11,927 千円  →  6,659 千円 

【指定管理料決算】 

27 年度  276,345 千円 

28 年度 260,002 千円 

29 年度 266,758 千円 

30 年度 263,381 千円 

 

【組織体制】 

文化会館（常勤 21、非常勤 13） 

グリーンホール（常勤 2、非常勤 8） 

【課題】 

○築 37 年を超えた施設の老朽化対策、特定天井対策、防音対策 など 

連携・調整 

※主に網掛け部分が重複している 
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よりよんああ施設 ○プロモーターや文化団体等から見ると、連携先が２者存在する。 

○ホール公演、区民参加型事業において重複がある。 

○集客が特に見込める土日の大ホール利用枠を２者で調整しなければならない。 

○統一的・総合的な情報収集・発信にさらなる工夫が必要である。 

○貸館で活動する地域の文化活動情報を財団が把握できない。 

○リハーサル時の職員待機時間を貸館受付と一体化できれば効率化できる。 

○施設を管理する指定管理者の協力がなければ財団は事業運営できない。 

指定管理者と財団の輻輳問題 

○文化事業を実施している公益財団法人のある 16 区のうち、13 区は財団が指定管

理者に指定されている。残り３区のうち、複合施設「北とぴあ」の北区、生涯学習

振興公社である足立区を除けば、板橋区の財団のみ指定管理者ではない。 

○多くの財団が指定管理者に指定されているため、板橋区に比べ、会計規模や組織・

人員体制が大きくなっており、区職員の派遣割合は低い。 

 

【練馬区の財団の事例】 

○板橋と同じように、区職員の派遣割合が高く、文化事業のみを実施していたが、区

が財団を指定管理者に指定する方針に改め、２～３年かけて職員をプロパーへ切

替、ICT 環境・システム整備、理事長の民間登用などに取り組み、平成 28 年度か

ら指定管理者となっている。 

他区との比較 

○財団、指定管理者の役割分担の明確化 

○財団における常勤理事の配置 

○財団におけるプロの採用 

○地域で文化人がもっと活躍できるような支援 

○財団における収益事業の実施 

○音漏れ防止など文化施設の機能充実 

区民、財団理事会・評議員会意見等 

○「文化のかがやくまち」の実現に向けた文化芸術活動の拠点 

○文化会館等の主な役割 

役割①板橋らしい個性あふれる地域文化の創造支援 

   □文化連等文化団体の活動支援 

   □コーディネート機能 

   □文化芸術情報の収集・発信 

   □文化の担い手育成・情操教育 

   □商店街・大学等との連携 

   □落語、交流都市文化の発信 

役割②区民の文化芸術活動・発表の場の提供 

   □もてなしの心による予約受付・貸出サービス 

   □信頼の高い舞台運営 

   □誰もが安心して安全に利用できる設備 

   □コミュニケーションとくつろぎの空間創出 

   □利用率と利用満足度の向上 

役割③文化芸術へいざなう機会の充実 

   □質の高い優れた舞台鑑賞の機会の提供 

   □優れた文化芸術に参加できる体験の提供 

   □身近に文化芸術にふれるアウトリーチの充実 

 

○財団は設立以来、文化会館等を活動拠点として、板橋の地域文化を牽引する役割を

担ってきた。 

○区は、財団によって文化事業と施設管理運営が一体的に実施され、地域文化の創造

支援がさらに進むよう、支援の充実と活動環境を整えていく。 

文化会館等の果たすべき役割 

【文化会館等の管理運営に関する今後の方向性】 

 

地域文化の牽引役である財団が文化会館等の指定管理者になるための組織

改革を支援し、文化事業と施設管理運営が一体的に実施されることによっ

て、地域文化のさらなる発展と創造支援の充実をめざす 


